
概 要

物価・エネルギー高などの影響を受けている道民の皆様の負担軽減の一助となるよう、

食料品をはじめとした生活必需品等の購入に利用できるポイント等を道内の全世帯に

給付します。

■対象者

北海道内の全世帯（約282万世帯）

※令和８年５月１日時点で北海道に住所を有する世帯主

■申請方法

スマートフォンのアプリによる申請 又は 郵送による申請

※アプリ申請の場合は、マイナンバーカードによる認証が必要

■申請期間

令和８年(2026年)６月25日（木）から11月16日（月）（予定）

■給付内容

アプリ申請の場合：取扱店舗で使えるポイント5,500円相当

（郵送申請の場合はギフトカード5,000円相当）

■ポイントの使用方法

道内の取扱店舗で食料品をはじめとした生活必需品等の購入に使用できます。

ポイントの有効期限は12月15日（火）までです。

※給付するポイントは日頃の買い物で広く使われている民間のポイントにも交換可能です。

※対象となる世帯主の方々には、申請受付開始にあわせてはがきで申請方法等をお知らせします。

事業の詳細については、決定次第、webページ等でお知らせします。

道民生活応援ポイント給付事業

申請から給付までの流れ（イメージ）
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※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
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